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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワークを介して他の画像処理装置に接続された画像処理装置であって、
　情報を表示する表示部と、
　ユーザの認証を行なう認証部と、
　前記ユーザ認証部で認証したユーザが前記他の画像処理装置において利用した機能の履
歴を取得する履歴情報取得部と、
　前記履歴情報取得部の取得した履歴のうち、前記他の画像処理装置において複数の同種
の処理を個別に実行した履歴があるか否かを判断する判断部と、
　前記判断部によって、複数の同種の処理を個別に実行した履歴があると判断された場合
であって、前記他の画像処理装置には、前記複数の同種の処理をまとめて一度のキー操作
で実行する機能が搭載されていない場合に、前記個別に実行された複数の同種の処理を特
定の機能に関する処理であると特定する特定部と、
　前記特定の機能が当該画像処理装置に搭載されている場合に、前記特定の機能を一度の
キー操作で実行するための操作部を前記表示部に表示させる表示制御部とを含む、画像処
理装置。
【請求項２】
　前記複数の同種の処理を個別に実行した履歴は、同一文書が所定時間内に異なる宛先に
複数送信された履歴であって、前記特定の機能は、同報送信である、請求項１に記載の画
像処理装置。
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【請求項３】
　ネットワークを介して他の画像処理装置に接続された画像処理装置であって、
　情報を表示する表示部と、
　ユーザの認証を行なう認証部と、
　前記ユーザ認証部で認証したユーザが前記他の画像処理装置において利用した機能の履
歴を取得する履歴情報取得部と、
　前記履歴情報取得部の取得した履歴のうち、前記他の画像処理装置において複数のキー
操作によって所定の処理を実行した履歴があるか否かを判断する判断部と、
　前記判断部によって、複数のキー操作によって所定の処理を実行した履歴があると判断
された場合であって、前記他の画像処理装置には、複数のキー操作を行うことなく一度の
キー操作で前記所定の処理を実行するための機能が搭載されていない場合に、前記複数の
キー操作によって実行された所定の処理を特定の機能に関する処理であると特定する特定
部と、
　前記特定の機能が当該画像処理装置に搭載されている場合に、前記特定の機能を一度の
キー操作で実行するための操作部を前記表示部に表示させる表示制御部とを含む、画像処
理装置。
【請求項４】
　前記画像処理装置は、第１の解像度と前記第１の解像度より低解像度の第２の解像度で
、画像の読取りが可能であり、
　前記複数のキー操作によって所定の処理を実行した履歴は、前記第２の解像度で読取ら
れた画像の画像ファイルをＰＤＦフォーマット変換した履歴であって、前記特定の機能は
、コンパクトＰＤＦ(Portable Document Format)機能である、請求項３に記載の画像処理
装置。
【請求項５】
　前記複数のキー操作によって所定の処理を実行した履歴は、同一文書を所定時間内にプ
リントし、および記憶領域に蓄積した履歴であって、前記特定の機能は、文書のプリント
および記憶領域への蓄積が一度のキー操作で実行可能となる機能である、請求項３に記載
の画像処理装置。
【請求項６】
　ネットワークを介して他の画像処理装置に接続された画像処理装置の制御方法であって
、
　ユーザの認証を行なうステップと、
　前記認証したユーザが前記他の画像処理装置において利用した機能の履歴を取得するス
テップと、
　前記取得した履歴のうち、前記他の画像処理装置において複数の同種の処理を個別に実
行した履歴があるか否かを判断するステップと、
　複数の同種の処理を個別に実行した履歴があると判断された場合であって、前記他の画
像処理装置には、前記複数の同種の処理をまとめて一度のキー操作で実行する機能が搭載
されていない場合に、前記個別に実行された複数の同種の処理を特定の機能に関する処理
であると特定するステップと、
　前記特定の機能が前記画像処理装置に搭載されている場合に、前記特定の機能を一度の
キー操作で実行するための操作部を前記画像処理装置の表示部に表示させるステップとを
含む、画像処理装置の制御方法。
【請求項７】
　ネットワークを介して他の画像処理装置に接続された画像処理装置の制御方法であって
、
　ユーザの認証を行なうステップと、
　前記認証したユーザが前記他の画像処理装置において利用した機能の履歴を取得するス
テップと、
　前記取得した履歴のうち、前記他の画像処理装置において複数のキー操作によって所定
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の処理を実行した履歴があるか否かを判断するステップと、
　複数のキー操作によって所定の処理を実行した履歴であると判断された場合であって、
前記他の画像処理装置には、複数のキー操作を行うことなく一度のキー操作で前記所定の
処理を実行するための機能が搭載されていない場合に、前記複数のキー操作によって実行
された所定の処理を特定の機能に関する処理であると特定するステップと、
　前記特定の機能が前記画像処理装置に搭載されている場合に、前記特定の機能を一度の
キー操作で実行するための操作部を前記画像処理装置の表示部に表示させるステップとを
含む、画像処理装置の制御方法。
【請求項８】
　ネットワークを介して他の画像処理装置に接続された画像処理装置を制御するためのプ
ログラムであって、前記画像処理装置に、
　ユーザの認証を行なうステップと、
　前記認証したユーザが前記他の画像処理装置において利用した機能の履歴を取得するス
テップと、
　前記取得した履歴のうち、前記他の画像処理装置において複数の同種の処理を個別に実
行した履歴があるか否かを判断するステップと、
　複数の同種の処理を個別に実行した履歴があると判断された場合であって、前記他の画
像処理装置には、前記複数の同種の処理をまとめて一度のキー操作で実行する機能が搭載
されていない場合に、前記個別に実行された複数の同種の処理を特定の機能に関する処理
であると特定するステップと、
　前記特定の機能が前記画像処理装置に搭載されている場合に、前記特定の機能を一度の
キー操作で実行するための操作部を前記画像処理装置の表示部に表示させるステップとを
実行させる、画像処理装置の制御プログラム。
【請求項９】
　ネットワークを介して他の画像処理装置に接続された画像処理装置を制御するためのプ
ログラムであって、前記画像処理装置に、
　ユーザの認証を行なうステップと、
　前記認証したユーザが前記他の画像処理装置において利用した機能の履歴を取得するス
テップと、
　前記取得した履歴のうち、前記他の画像処理装置において複数のキー操作によって所定
の処理を実行した履歴があるか否かを判断するステップと、
　複数のキー操作によって所定の処理を実行した履歴であると判断された場合であって、
前記他の画像処理装置には、複数のキー操作を行うことなく一度のキー操作で前記所定の
処理を実行するための機能が搭載されていない場合に、前記複数のキー操作によって実行
された所定の処理を特定の機能に関する処理であると特定するステップと、
　前記特定の機能が前記画像処理装置に搭載されている場合に、前記特定の機能を一度の
キー操作で実行するための操作部を前記画像処理装置の表示部に表示させるステップとを
実行させる、画像処理装置の制御プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像処理装置、画像処理装置の制御方法、および、画像処理装置の制御プロ
グラムに関し、特に、ユーザによって操作されることによって動作する画像処理装置、画
像処理装置の制御方法、および、画像処理装置の制御プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、ユーザの操作に基づいて画像の入出力動作を実行する画像処理装置において
、利便性を高めるための技術が種々開示されてきた。
【０００３】
　たとえば、特許文献１では、画像形成装置において、コピー開始のタイミングで、その
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ときの画像濃度、倍率、用紙サイズ、両面モード設定、あるいは、マージンシフトや枠消
し等の画像加工モードによる機能設定の組み合わせ状態に対応する使用頻度カウントデー
タをカウントアップし、そして、使用頻度が所定のレベルに達すると、その機能設定の組
み合わせをプログラムとして登録する技術が開示されている。
【０００４】
　また、特許文献２では、ＬＡＮ（Local Area Network）を介して接続される複数の端末
から構成される通信システムにおいて、サーバに個人ごとのワンタッチダイヤルに関する
設定を登録しておくことにより、当該システムにログインすることにより、当該システム
内のすべての装置において登録されたワンタッチダイヤルを利用できる技術が開示されて
いる。
【０００５】
　また、特許文献３では、ネットワークシステムにおいて、当該システム内のデバイスに
新規な機能が追加された場合、第１サーバがそれを自動的に検知して新機能の使用に必要
なプログラムの機能部品を第２サーバからダウンロードし、そして、当該システム内の必
要な構成部にインストールすることにより、新規機能を使用可能にする環境を設定する技
術が開示されている。
【特許文献１】特開２００４－２３４１９５号公報
【特許文献２】特開２００４－１４０６０７号公報
【特許文献３】特開２００４－５４７３９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上記したように、従来、ユーザが今まである装置で使っていた機能のその装置での使い
勝手をよくしたり、ネットワーク内で機能を使用する際の情報を共有することにより、ネ
ットワーク内のどの装置からでも当該情報をそのまま利用して利便性を高めたり、ユーザ
が新規の機能を利用できるための設定を自動で行なったりする技術については、種々開示
されている。
【０００７】
　しかしながら、ユーザが認識する機能以上の機能を提示する技術、つまり、ユーザに対
して一歩進んだ機能を提示するような技術については、開示されていなかった。そして、
このような技術は、ユーザに対して装置の利便性を提供するにあたり、常に求められるも
のである。
【０００８】
　本発明は、かかる実情に鑑み考え出されたものであり、その目的は、ユーザに対して、
画像処理装置においてユーザが望むと考えられる機能を予測して提示することのできる画
像処理装置、画像処理装置の制御方法、および、画像処理装置の制御プログラムを提供す
ることである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明のある局面に従った画像処理装置は、ネットワークを介して他の画像処理装置に
接続された画像処理装置であって、情報を表示する表示部と、ユーザの認証を行なう認証
部と、前記ユーザ認証部で認証したユーザが前記他の画像処理装置において利用した機能
の履歴を取得する履歴情報取得部と、前記履歴情報取得部の取得した履歴のうち、前記他
の画像処理装置において複数の同種の処理を個別に実行した履歴があるか否かを判断する
判断部と、前記判断部によって、複数の同種の処理を個別に実行した履歴があると判断さ
れた場合であって、前記他の画像処理装置には、前記複数の同種の処理をまとめて一度の
キー操作で実行する機能が搭載されていない場合に、前記個別に実行された複数の同種の
処理を特定の機能に関する処理であると特定する特定部と、前記特定の機能が当該画像処
理装置に搭載されている場合に、前記特定の機能を一度のキー操作で実行するための操作
部を前記表示部に表示させる表示制御部とを含むことを特徴とする。
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　また、本発明に従った画像処理装置では、前記複数の同種の処理を個別に実行した履歴
は、同一文書が所定時間内に異なる宛先に複数送信された履歴であって、前記特定の機能
は、同報送信であることが好ましい。
　本発明の他の局面に従った画像処理装置は、ネットワークを介して他の画像処理装置に
接続された画像処理装置であって、情報を表示する表示部と、ユーザの認証を行なう認証
部と、前記ユーザ認証部で認証したユーザが前記他の画像処理装置において利用した機能
の履歴を取得する履歴情報取得部と、前記履歴情報取得部の取得した履歴のうち、前記他
の画像処理装置において複数のキー操作によって所定の処理を実行した履歴があるか否か
を判断する判断部と、前記判断部によって、複数のキー操作によって所定の処理を実行し
た履歴があると判断された場合であって、前記他の画像処理装置には、複数のキー操作を
行うことなく一度のキー操作で前記所定の処理を実行するための機能が搭載されていない
場合に、前記複数のキー操作によって実行された所定の処理を特定の機能に関する処理で
あると特定する特定部と、前記特定の機能が当該画像処理装置に搭載されている場合に、
前記特定の機能を一度のキー操作で実行するための操作部を前記表示部に表示させる表示
制御部とを含むことを特徴とする。
　また、本発明に従った画像処理装置では、前記画像処理装置は、第１の解像度と前記第
１の解像度より低解像度の第２の解像度で、画像の読取りが可能であり、前記複数のキー
操作によって所定の処理を実行した履歴は、前記第２の解像度で読取られた画像の画像フ
ァイルをＰＤＦフォーマット変換した履歴であって、前記特定の機能は、コンパクトＰＤ
Ｆ(Portable Document Format)機能であることが好ましい。
　また、本発明に従った画像処理装置では、前記複数のキー操作によって所定の処理を実
行した履歴は、同一文書を所定時間内にプリントし、および記憶領域に蓄積した履歴であ
って、前記特定の機能は、文書のプリントおよび記憶領域への蓄積が一度のキー操作で実
行可能となる機能であることが好ましい。
【００１３】
　本発明のある局面に従った画像処理装置の制御方法は、ネットワークを介して他の画像
処理装置に接続された画像処理装置の制御方法であって、ユーザの認証を行なうステップ
と、前記認証したユーザが前記他の画像処理装置において利用した機能の履歴を取得する
ステップと、前記取得した履歴のうち、前記他の画像処理装置において複数の同種の処理
を個別に実行した履歴があるか否かを判断するステップと、複数の同種の処理を個別に実
行した履歴があると判断された場合であって、前記他の画像処理装置には、前記複数の同
種の処理をまとめて一度のキー操作で実行する機能が搭載されていない場合に、前記個別
に実行された複数の同種の処理を特定の機能に関する処理であると特定するステップと、
前記特定の機能が前記画像処理装置に搭載されている場合に、前記特定の機能を一度のキ
ー操作で実行するための操作部を前記画像処理装置の表示部に表示させるステップとを含
むことを特徴とする。
　本発明の他の局面に従った画像処理装置の制御方法は、ネットワークを介して他の画像
処理装置に接続された画像処理装置の制御方法であって、ユーザの認証を行なうステップ
と、前記認証したユーザが前記他の画像処理装置において利用した機能の履歴を取得する
ステップと、前記取得した履歴のうち、前記他の画像処理装置において複数のキー操作に
よって所定の処理を実行した履歴があるか否かを判断するステップと、複数のキー操作に
よって所定の処理を実行した履歴であると判断された場合であって、前記他の画像処理装
置には、複数のキー操作を行うことなく一度のキー操作で前記所定の処理を実行するため
の機能が搭載されていない場合に、前記複数のキー操作によって実行された所定の処理を
特定の機能に関する処理であると特定するステップと、前記特定の機能が前記画像処理装
置に搭載されている場合に、前記特定の機能を一度のキー操作で実行するための操作部を
前記画像処理装置の表示部に表示させるステップとを含むことを特徴とする。
【００１４】
　本発明のある局面に従った画像処理装置の制御プログラムは、ネットワークを介して他
の画像処理装置に接続された画像処理装置を制御するためのプログラムであって、前記画
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像処理装置に、ユーザの認証を行なうステップと、前記認証したユーザが前記他の画像処
理装置において利用した機能の履歴を取得するステップと、前記取得した履歴のうち、前
記他の画像処理装置において複数の同種の処理を個別に実行した履歴があるか否かを判断
するステップと、複数の同種の処理を個別に実行した履歴があると判断された場合であっ
て、前記他の画像処理装置には、前記複数の同種の処理をまとめて一度のキー操作で実行
する機能が搭載されていない場合に、前記個別に実行された複数の同種の処理を特定の機
能に関する処理であると特定するステップと、前記特定の機能が前記画像処理装置に搭載
されている場合に、前記特定の機能を一度のキー操作で実行するための操作部を前記画像
処理装置の表示部に表示させるステップとを実行させることを特徴とする。
　本発明の他の局面に従った画像処理装置の制御プログラムは、ネットワークを介して他
の画像処理装置に接続された画像処理装置を制御するためのプログラムであって、前記画
像処理装置に、ユーザの認証を行なうステップと、前記認証したユーザが前記他の画像処
理装置において利用した機能の履歴を取得するステップと、前記取得した履歴のうち、前
記他の画像処理装置において複数のキー操作によって所定の処理を実行した履歴があるか
否かを判断するステップと、複数のキー操作によって所定の処理を実行した履歴であると
判断された場合であって、前記他の画像処理装置には、複数のキー操作を行うことなく一
度のキー操作で前記所定の処理を実行するための機能が搭載されていない場合に、前記複
数のキー操作によって実行された所定の処理を特定の機能に関する処理であると特定する
ステップと、前記特定の機能が前記画像処理装置に搭載されている場合に、前記特定の機
能を一度のキー操作で実行するための操作部を前記画像処理装置の表示部に表示させるス
テップとを実行させることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、或る画像処理装置にユーザがログインした場合、当該ユーザの他の画
像処理装置において利用した機能の履歴に対応した機能設定を実現させるための操作部を
、表示することができる。
【００１６】
　これにより、ユーザに対し、当該ユーザが望むと考えられる機能を、当該ユーザが他の
画像処理装置で利用した機能に基づいて予測して、操作部の表示という形で提示すること
ができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　図１は、本発明の画像処理装置の一実施の形態であるＭＦＰ（Multi Function Periphe
rals）を含む、画像処理システムの構成を示す図である。
【００１８】
　図１を参照して、画像処理システムは、ネットワークに接続されるＭＦＰ１００Ａ，１
００Ｂと、同じくネットワークに接続されるサーバ２００と、同じネットワークに接続さ
れるＰＣ（パーソナルコンピュータ）３００とを備えている。ネットワークはインターネ
ットＮＷに接続されているため、ＭＦＰ１００Ａ，１００Ｂ、サーバ２００、および、Ｐ
Ｃ３００は、インターネットＮＷを介して外部機器とアクセスすることができる。また、
ＭＦＰ１００Ａ，１００Ｂは、ファクシミリ送信などのために、ＰＳＴＮ（Public Switc
hed Telephone Network；公衆通信ネットワーク）網などの回線に接続することが可能で
ある。なお、ネットワークに接続されるＭＦＰの数は、図１に示されたものに限定されな
い。
【００１９】
　ＰＣ３００は、通信可能な一般的な情報端末が備える構成を備えている。
　図２は、図１のサーバ２００のハードウェア構成を示す図である。
【００２０】
　図２を参照して、サーバ２００は、当該サーバ２００全体の制御を行なうＣＰＵ（Cent
ral Processing Unit）２０１と、データを一時的に記憶するＲＡＭ（Random Access Mem
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ory）２０３と、プログラムや定数などを記憶するＲＯＭ（Read Only Memory）２０５と
、プログラムや定数などを書き換え可能に記憶するハードディスク２０７と、ユーザから
の情報の入力を受付ける入力部２０９と、情報を表示する表示部２１１と、ネットワーク
やＰＳＴＮ網に接続するためのネットワークＩ／Ｆ（インターフェイス）２１３と、各ユ
ーザのユーザＩＤとパスワードとを関連付けて記憶するとともに各ユーザの認証を行なう
ユーザ認証部２１５と、サーバ２００に対して着脱可能な記録媒体であるフレキシブルデ
ィスクやＣＤ－ＲＯＭ（Compact Disk Read Only Memory）に対して情報の読取りおよび
書込みを行なうメディアドライブ２１７を含む。
【００２１】
　図３（Ａ）は、図１のＭＦＰ１００Ａのハードウェア構成を示す図である。
　図３（Ａ）を参照して、ＭＦＰ１００Ａは、当該ＭＦＰ１００全体の制御を行なうＣＰ
Ｕ１０１と、データを一時的に記憶するＲＡＭ１０３と、プログラムや定数などを記憶す
るＲＯＭ１０５と、ＭＦＰ１００Ａに登録されたジョブのデータなどを記憶する記憶部１
０７と、ＭＦＰ１００Ａに対して着脱可能な記録媒体であるフレキシブルディスクやＣＤ
－ＲＯＭ（Compact Disk Read Only Memory）に対して情報の読取りおよび書込みを行な
うメディアドライブ１０９と、操作パネル１１１と、原稿の画像を読取ることによって画
像データを生成するスキャナ１１３と、用紙に対して画像データのプリントを行なうプリ
ンタ１１５と、ネットワークやＰＳＴＮ網に接続するための通信部１１７を含む。
【００２２】
　操作パネル１１１は、ユーザに対してＭＦＰ１００Ａの状態やコマンドの選択肢を表示
するための表示画面（後述する表示パネル５０８）と、ユーザからの情報の入力を受付け
るための入力キーとを備えている。なお、表示画面と入力キーは、液晶ディスプレイとそ
の上に載置されるタッチパネルとで構成することも可能である。
【００２３】
　そして、ＭＦＰ１００Ａは、操作パネル１１１に表示させるキーの内容を記憶するプロ
グラムキー登録部１２１と、ＭＦＰ１００Ａにおいて実行されたジョブについての設定の
内容を記憶するジョブ履歴記憶部１２３と、ＭＦＰ１００Ａに備えられているデバイスに
関する情報を記憶するデバイスプロファイル記憶部１２５と、操作パネル１１１に表示さ
せるキーの内容を制御する操作制御部１３０をさらに含む。
【００２４】
　プログラムキー登録部１２１は、ユーザごとの、操作パネル１１１に表示させるキーの
内容を記憶するものであり、具体的には、プログラムキー情報として、ＭＦＰの動作に関
する設定内容と、当該設定内容に対する名称とを関連付けて記憶している。ＭＦＰでは、
表示パネル（後述する表示パネル５０８）において、予め設定された数を上限として、プ
ログラムキーを表示させることができる。プログラムキーとは、上記したプログラムキー
情報における設定内容の名称に基づいたキーであり、操作されることによってＭＦＰにお
いて当該名称に対応した設定内容を簡単に設定できるものである。
【００２５】
　図３（Ｂ）に、操作制御部１３０の詳細な構成を示す。
　操作制御部１３０は、自機のデバイスプロファイル記憶部１２５と他のＭＦＰ（本実施
の形態であればＭＦＰ１００Ｂ）のデバイスプロファイル記憶部１２５との記憶内容を比
較する機能比較部１３１と、他のＭＦＰのジョブ履歴記憶部１２３の記憶内容に基づいて
他機で利用された機能についての解析を行なうジョブ履歴解析部１３２と、他のＭＦＰの
操作パネル１１１に表示されるプログラムキー情報を解析するプログラムキー解析部１３
３を含む。
【００２６】
　本実施の形態では、ＭＦＰ１００Ｂは、図３（Ａ）および図３（Ｂ）を用いて説明した
ＭＦＰ１００Ａと同様の構成を備えるものとする。
【００２７】
　本実施の形態では、ＭＦＰ１００Ａを頻繁に利用するユーザがＭＦＰ１００Ｂを利用す
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る際に、ＭＦＰ１００Ｂにおいて、ユーザの利便性を向上させるための処理が実行される
。なお、以下の本明細書では、ユーザが頻繁に利用するＭＦＰと言う意味でＭＦＰ１００
Ａを「ホームＭＦＰ」と呼び、これに対し、ＭＦＰ１００Ｂを「アウェイＭＦＰ」と呼ぶ
。
【００２８】
　表１に、ホームＭＦＰ（ＭＦＰ１００Ａ）のジョブ履歴記憶部１２３に記憶されるジョ
ブ履歴の一例を示す。
【００２９】
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【表１】

【００３０】
　ジョブ履歴は、ホームＭＦＰにおいて実行されたジョブの履歴である。具体的には、ジ
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ョブ履歴は、表１から理解されるように、ホームＭＦＰにおいて実行されたジョブの通し
番号である履歴番号と、ジョブを入力したユーザのユーザ名と、ジョブが実行された日付
および時刻と、ジョブが実行される際に利用されたアプリケーションの名称（アプリ）と
、ジョブが実行された際のモードと、ジョブの対象となったドキュメントの名称（ドキュ
メント名）と、ジョブが送信された場合の宛先となったユーザ名（宛先）と、ジョブにお
いてファイルが生成された際のそのフォーマットと、ジョブにおける詳細な設定情報を含
んだその他のモード情報とを含む。
【００３１】
　ＭＦＰ１００ＡおよびＭＦＰ１００Ｂでは、スキャナ１１３およびプリンタ１１５等の
デバイスを利用して、コピー、プリント、スキャン、ＢＯＸ蓄積、および、ＢＯＸ送信と
いう動作が可能である。そして、ジョブ履歴中のアプリの欄には、これらの動作のいずれ
かが格納されている。
【００３２】
　また、ＭＦＰ１００ＡおよびＭＦＰ１００Ｂでは、各動作（アプリ）に対して、種々の
モードの設定が可能である。
【００３３】
　たとえば、「コピー」のモードとしては、印刷用紙の両面に出力するか片面に出力する
かに関する、両面および片面が挙げられる。
【００３４】
　また、「プリント」のモードとしては、ネットワークを介してＰＣ３００から入力され
たデータを印刷用紙の両面に出力するか片面に出力するかに関する、両面および片面が挙
げられる。
【００３５】
　また、「スキャン」のモードとしては、スキャナ１１３の生成したファイルを、ネット
ワークを介してＰＣ３００に送信するかインターネットＮＷを介してＥ－ｍａｉｌとして
送信するかに関する、ＰＣおよびＥ－ｍａｉｌが挙げられる。さらに、スキャンについて
は、スキャナ１１３の生成したファイルにおける解像度が、その他のモード情報として格
納される。
【００３６】
　また、「ＢＯＸ送信」としては、モードとして、ＰＣおよびＥ－ｍａｉｌの他に、ファ
クシミリでの送信を意味するＦＡＸが挙げられる。
【００３７】
　なお、「ＢＯＸ蓄積」については、生成されたファイルがＭＦＰ１００Ａまたは１００
Ｂの内部に蓄積されるため、モードについての情報は格納されず、そして、宛先として、
生成されたファイルが格納された場所（フォルダ等）を特定する情報が格納される。
【００３８】
　表２に、ホームＭＦＰ（ＭＦＰ１００Ａ）のデバイスプロファイル記憶部１２５に格納
されたデバイスプロファイルの一例を示す。
【００３９】
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【表２】

【００４０】
　また、表３に、アウェイＭＦＰ（ＭＦＰ１００Ｂ）のデバイスプロファイル記憶部１２
５に格納されたデバイスプロファイルの一例を示す。
【００４１】
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【表３】

【００４２】
　表２および表３を参照して、デバイスプロファイルには、分類としてＭＦＰにおけるア
プリケーションの種類が格納され、機能名として各アプリケーションに関する機能が格納
され、機能コードとして各機能を特定するコードが格納され、そして、各ＭＦＰにおける
搭載の有無が○または×で示されている。機能名および機能コードは、ＭＦＰ間で共通し
ている。
【００４３】
　たとえば、コピーに関しては、「ＯＨＰ合紙」（ＯＨＰ（Over Head Projector）フィ
ルムにコピーする時、ＯＨＰフィルムの間にペーパを挿入する機能）、電子ソート（出力
する用紙をソートする機能）、ブックレット（複数の原稿を中綴じ（中折り）のページ立
ての両面コピーに仕上げる機能）、および、混載原稿（異なるサイズが混じった原稿を、
原稿自動送り装置にセットしても、原稿ごとに原稿サイズを検知して適正なコピー用紙に
コピーする機能）の機能が例示されており、これらのそれぞれに対して、１００１，１０
０２，１００３，１００４の機能コードが割り当てられている。そして、これらの機能は
、ホームＭＦＰおよびアウェイＭＦＰの双方に搭載されている。
【００４４】
　また、スキャン／ＢＯＸ送信に関しては、ＰＤＦ変換（スキャナ１１３で画像を読取る
ことによって生成したファイルをＰＤＦ（Portable Document Format）ファイルに変換す
る機能）、コンパクトＰＤＦ変換（スキャナ１１３で画像を読取ることによって生成した
ファイルを、含まれる画像の種類によって最適な方式で圧縮してファイルサイズをよりコ
ンパクトにしたＰＤＦファイルに変換する機能）、同報送信（同じドキュメントを異なる
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送信先に一度に送信する機能）、および、Ｓｃａｎ　ｔｏ　ＳＭＢ（スキャナ１１３で画
像を読取ることによって生成したファイルをＰＣ３００内の共有フォルダ内に送信する機
能）が例示されており、これらのそれぞれに対して、２００１，２００２，２００３，２
００４の機能コードが割り当てられている。これらの機能のうち、ＰＤＦ変換に関しては
、ホームＭＦＰおよびアウェイＭＦＰに搭載されているが、コンパクトＰＤＦ変換、同報
送信、および、Ｓｃａｎ　ｔｏ　ＳＭＢについては、ホームＭＦＰには搭載されておらず
、アウェイＭＦＰのみに搭載されている。
【００４５】
　次に、ＭＦＰ１００Ｂの一般的な動作を説明する。図４は、ＭＦＰ１００ＢのＣＰＵ１
０１のメインルーチンのフローチャートである。
【００４６】
　図４を参照して、ＭＦＰ１００Ｂに電源が投入されると、ＣＰＵ１０１は、まずステッ
プＳ１０で、初期設定を行なう。これにより、操作パネル１１１の表示パネル５０８では
、図５（Ａ）に示されるような表示が行なわれる。
【００４７】
　図５（Ａ）を参照して、操作パネル１１１には、複写（コピー）等の動作の開始を指示
するためのスタートキー５０５、コピー枚数等の入力用のテンキー５０９、コピーのアプ
リケーションを起動させるためのコピーキー５０１、スキャンのアプリケーションを起動
させるためのスキャンキー５０２、ファックスのアプリケーションを起動さえるためのフ
ァックスキー５０３、ユーザ認証を行なうための認証キー５０４、および、表示パネル５
０８を備えている。
【００４８】
　表示パネル５０８は、液晶パネルからなり、表面にタッチパネルが積層されており、ユ
ーザからのタッチ入力を受付けると共に、コピー枚数やＭＦＰの状態を示すメッセージを
表示させる。そして、図５（Ａ）では、メッセージとして「認証キーを押してください。
」が表示されている。
【００４９】
　この表示に対して認証キー５０４が操作されるとステップＳ２０に処理が進められる。
　なお、認証キー５０４が操作されると、操作パネル５０８の表示は、図５（Ｂ）に示さ
れたものに切り替えられる。
【００５０】
　図５（Ｂ）を参照して、表示パネル５０８には、ユーザ名を入力するための入力欄５０
６およびパスワードを入力するための入力欄５０７が表示されている。さらに、表示パネ
ル５０８には、ユーザ名を入力するためのキーボードが表示されている。この表示に基づ
いて、ユーザは、入力欄５０６，５０７に、ユーザ名およびパスワードを入力する。
【００５１】
　ステップＳ２０では、ＣＰＵ１０１は、ユーザ認証処理を行なう。この処理について、
図６にサブルーチンを示し、その内容を説明する。
【００５２】
　図６を参照して、ユーザ認証処理では、ＣＰＵ１０１は、まずステップＳ２１０で、入
力欄５０６，５０７に入力されたユーザ名（ユーザＩＤ）およびパスワードを読取る。そ
して、ＣＰＵ１０１は、ステップＳ２２０で、認証の開始が指示されたと判断するとステ
ップＳ２３０に処理を進める。ＣＰＵ１０１は、たとえば認証キー５０４を操作されるこ
とによって、認証の開始が指示されたと判断する。
【００５３】
　そして、ステップＳ２３０では、ＣＰＵ１０１は、入力欄５０６，６０７に入力された
ユーザ名およびパスワードをサーバ２００に送信し、そして、ステップＳ２４０で、サー
バ２００からユーザ認証が成立したか否かの回答を受信して、処理をリターンさせる。
【００５４】
　なお、サーバ２００は、ユーザ名およびパスワードを受信すると、ユーザ認証部２１５
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に格納されたユーザ名とパスワードとを参照することにより、受信したパスワードが受信
したユーザ名に対応するものであるかを判断する。そして、対応するものであると判断す
れば認証が成立したという回答をＭＦＰに送信し、対応するものではないと判断すると認
証が成立しないという回答をＭＦＰに送信する。
【００５５】
　再度図４を参照して、ステップＳ３０で、ＣＰＵ１０１は、サーバ２００からの回答の
内容を判断する。具体的には、回答の内容が、認証が成立するというものであるとステッ
プＳ４０へ処理を進め、また、認証が成立しないというものであるとステップＳ２０に処
理を戻す。
【００５６】
　ステップＳ４０では、ＣＰＵ１０１は、ログイン処理を行なう。これにより、入力欄５
６にユーザ名を入力されたユーザが、ログインユーザとなる。
【００５７】
　次に、ＣＰＵ１０１は、ステップＳ５０で、ホームＭＦＰ通信処理を実行する。この処
理については、図７にサブルーチンを示し、詳細に説明する。
【００５８】
　図７を参照して、ホームＭＦＰ通信処理では、ＣＰＵ１０１は、まずステップＳ５１０
で、現在ユーザがログインしているＭＦＰが、当該ユーザにとってアウェイＭＦＰである
か否かを判断する。なお、各ユーザに対してネットワーク中のどのＭＦＰがホームＭＦＰ
であり、どのＭＦＰがアウェイＭＦＰであるかという情報は、サーバ２００に格納されて
いる。ＣＰＵ１０１は、たとえば、このような情報を、ユーザ認証処理の際に、サーバ２
００から受信する。そして、自機がアウェイＭＦＰであると判断するとステップＳ５２０
に処理を進め、ホームＭＦＰであると判断するとそのまま処理をリターンさせる。たとえ
ば、ＭＦＰ１００ＡをホームＭＦＰとするユーザがＭＦＰ１００Ｂにログインした場合、
ＭＦＰ１００Ｂは、自機が、ログインユーザに対してアウェイＭＦＰであると判断する。
【００５９】
　ステップＳ５２０では、ＣＰＵ１０１は、画像処理システム内のホームＭＦＰに対して
当該ジョブ履歴およびデバイスプロファイルの送信を要求し、また、応答があるかどうか
を判断する。そして、応答があったと判断するとステップＳ５３０へ処理を進め、応答が
ないと判断するとそのまま処理をリターンさせる。
【００６０】
　ステップＳ５３０では、ＣＰＵ１０１は、ホームＭＦＰから、ログインユーザに関する
、プログラムキー情報、ジョブ履歴、および、デバイスプロファイルを受信（取得）して
、処理をリターンさせる。ここで、ログインユーザに関するプログラムキー情報を受信す
ることにより、当該情報を、プログラムキー登録部１２１に格納する。
【００６１】
　再度図４を参照して、ステップＳ６０では、ステップＳ５０でホームＭＦＰからの情報
の取得（ステップＳ５３０）が成功したか否かを判断し、成功したと判断するとステップ
Ｓ７０へ、成功していないと判断するとステップＳ８０へ、それぞれ処理を進める。なお
、自機がホームＭＦＰである場合にも、ＣＰＵ１０１はステップＳ８０へ処理を進める。
【００６２】
　ステップＳ８０では、ＣＰＵ１０１は、ユーザからの操作に応じた処理を実行し、ステ
ップＳ９０に処理を進める。
【００６３】
　ステップＳ９０では、ＣＰＵ１０１は、ログインユーザから、操作パネル１１１を適宜
操作されることによって、ログアウトの要求がなされたか否かを判断する。そして、ＣＰ
Ｕ１０１は、そのような要求がなかったと判断するとステップＳ８０に処理を戻す。一方
、ＣＰＵ１０１は、そのような要求があったと判断すると、ステップＳ１００でログアウ
トの処理をして、ステップＳ２０に処理を戻し、新たなユーザがログインの要求をするの
を待つ。
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【００６４】
　一方、ステップＳ７０では、ＣＰＵ１０１は、プログラム生成処理を実行した後、ステ
ップＳ８０に処理を進める。ここで、プログラム生成処理について、図８および図９にサ
ブルーチンのフローチャートを示し、これを参照してその処理内容を詳細に説明する。
【００６５】
　図８を参照して、プログラム生成処理では、ＣＰＵ１０１は、まずステップＳ７０１で
、自機がアウェイＭＦＰであるか否かを判断し、そうであると判断すればステップＳ７０
３へ、そうでないと判断すればステップＳ７３５へ、それぞれ処理を進める。
【００６６】
　ステップＳ７３５では、ＣＰＵ１０１は、表示パネル５０８にログインユーザに関連付
けて予め登録されているユーザ・プログラムキーを表示させて、処理をリターンさせる。
【００６７】
　一方、ステップＳ７０３では、ＣＰＵ１０１は、ジョブ履歴解析部１３２を適宜駆動す
ることによって、ステップＳ５３０（図７参照）で取得したホームＭＦＰのジョブ履歴を
解析する。ここで、ホームＭＦＰのジョブ履歴を解析する処理の内容について、図１０お
よび図１１にサブルーチンのフローチャートを示し、これを参照してその処理内容を詳細
に説明する。
【００６８】
　ホームＭＦＰのジョブ履歴の解析処理では、ＣＰＵ１０１は、まずステップＳ７０３１
で、ホームＭＦＰのジョブ履歴において、ユーザの欄に現在のログインユーザのユーザ名
が記載されているジョブを抽出し、さらに、その中で蓄積文書の送信履歴を検索する。
【００６９】
　次に、ステップＳ７０３２で、ＣＰＵ１０１は、ステップＳ７０３１の検索の結果、ロ
グインユーザが、同一文書（同一の名称のドキュメント）を異なる複数の宛先に送信して
いるか否かを判断し、送信していると判断するとステップＳ７０３３へ、送信していない
と判断するとステップＳ７０３５へ、それそれ処理を進める。
【００７０】
　なお、同一文書かどうかは、ドキュメントの名称の他に、ドキュメントの画像比較を行
なったり、または、原稿に埋め込まれているコード情報の比較によっても、判断できる。
【００７１】
　ステップＳ７０３３では、ＣＰＵ１０１は、ステップＳ７０３２でチェックした同一文
書の複数の宛先への送信が所定時間内に行なわれているか否かを判断する。そして、所定
時間内に行なわれていると判断するとステップＳ７０３４で条件１が成立している旨の設
定（たとえばフラグを立てる等）を行なった後処理をステップＳ７０３５へ進める。一方
、所定時間内に行なわれていないと判断するとそのままステップＳ７０３５へ処理を進め
る。
【００７２】
　ステップＳ７０３５では、ＣＰＵ１０１は、ホームＭＦＰのジョブ履歴において、現在
のログインユーザのジョブ履歴の中の、アプリケーションが「スキャン」であるものを抽
出する。
【００７３】
　そして、ステップＳ７０３６で、ＣＰＵ１０１は、ステップＳ７０３５で抽出したファ
イルの生成に関するジョブ履歴の中にＰＤＦフォーマットが使用されているものがあるか
否かを判断し、そして、あると判断するとステップＳ７０３７へ処理を進め、ないと判断
するとステップＳ７０４１へ処理を進める。
【００７４】
　ステップＳ７０３７では、ＣＰＵ１０１は、ステップＳ７０３５で抽出したファイルの
生成に関するジョブ履歴の中に、低解像度でスキャンされているものがあるか否かを判断
する。ここで、低解像度とは、たとえば表１に示されたように、ＭＦＰ１００Ａが６００
ｄｐｉと２００ｄｐｉという異なる２種類の解像度でのスキャンが可能であるとすれば、
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その低い方の解像度を言う。そして、ＣＰＵ１０１は、そのような履歴があると判断する
とステップＳ７０３８で条件２が成立している旨の設定（たとえばフラグを立てる等）を
行なった後ステップＳ７０４１へ処理を進める。一方、そのような履歴がないと判断する
とそのままステップＳ７０４１へ処理を進める。
【００７５】
　図１１を参照して、ステップＳ７０４１では、ＣＰＵ１０１は、ホームＭＦＰのジョブ
履歴において、現在のログインユーザのジョブ履歴の中の、アプリケーションが「プリン
ト」であるものを抽出する。
【００７６】
　次に、ＣＰＵ１０１は、ステップＳ７０４２で、同一文書（同一の名称のドキュメント
）について、プリントされた履歴とボックス蓄積された履歴があるかどうかを判断する。
そして、あると判断するとステップＳ７０４３へ、無いと判断するとステップＳ７０３９
へ、それぞれ処理を進める。
【００７７】
　ステップＳ７０４３では、ステップＳ７０４２でチェックした同一文書につてのプリン
トとボックス蓄積が所定時間内に実施されたか否かを判断する。そして、ＣＰＵ１０１は
、所定時間内に実施されたと判断するとステップＳ７０４４で条件３が成立している旨の
設定（たとえばフラグを立てる等）を行なった後処理をリターンさせる。一方、所定時間
内に実施されていないと判断するとそのままステップＳ７０３９へ処理を進める。
【００７８】
　ステップＳ７０３９では、プログラムキー解析部１３３に、ホームＭＦＰのプログラム
キー登録部１２１における登録内容を検索させる。そして、ステップＳ７０４０で、ログ
インユーザのプログラムキー情報において、ＰＤＦフォーマットを利用した動作が少なく
とも一つは登録されているかどうかを判断し、登録されていると判断するとステップＳ７
０４０Ａで条件２が成立している旨の設定（たとえばフラグを立てる等）を行なった後処
理をリターンさせ、登録されていないと判断するとそのまま処理をリターンさせる。
【００７９】
　再度図８を参照して、ステップＳ７０３でホームＭＦＰのジョブ履歴を解析した後、Ｃ
ＰＵ１０１は、ステップＳ７０５で、ジョブ履歴において条件１が成立しているか否かを
判断する。そして、成立していると判断するとステップＳ７０７へ、成立していないと判
断するとステップＳ７１３へ、それぞれ処理を進める。
【００８０】
　ステップＳ７０７では、ＣＰＵ１０１は、デバイスプロファイル比較１の処理を実行す
る。なお、ＣＰＵ１０１は、機能比較部１３１を適宜駆動することによって、デバイスプ
ロファイル比較１の処理を実行する。この処理について、図１２にサブルーチンを示し、
その内容を説明する。
【００８１】
　図１２を参照して、デバイスプロファイル比較１の処理では、ＣＰＵ１０１は、まずス
テップＳ７０７１で、ホームＭＦＰ（ＭＦＰ１００Ａ）のデバイスプロファイルを抽出す
る。
【００８２】
　次に、ＣＰＵ１０１は、ステップＳ７０７２で、アウェイＭＦＰ（自機：ＭＦＰ１００
Ｂ）のデバイスプロファイルを抽出する。
【００８３】
　次に、ＣＰＵ１０１は、ステップＳ７０７３で、機能コード２００３（同報送信：表２
および表３参照）の機能の搭載の有無を比較する。
【００８４】
　そして、ステップＳ７０７４で、ＣＰＵ１０１は、ステップＳ７０７３における比較の
結果、機能コード２００３で特定される機能がホームＭＦＰに搭載されておらず、かつ、
アウェイＭＦＰに搭載されているかどうかを判断する。そして、このような場合には、Ｃ
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ＰＵ１０１は、ステップＳ７０７５に処理を進める。一方、いずれにも搭載されていない
か、いずれにも搭載されているか、または、ホームＭＦＰには搭載されているがアウェイ
ＭＦＰには搭載されていない場合には、ＣＰＵ１０１は、ステップＳ７０７６に処理を進
める。
【００８５】
　ステップＳ７０７５では、ＣＰＵ１０１は、同報送信についてのプログラムキーを生成
可能であるという判定を行ない、処理をリターンさせる。判定を行なうとは、具体的には
、たとえば対応するフラグを立てる等の処理が考えられる。
【００８６】
　一方、ステップＳ７０７６では、ＣＰＵ１０１は、同報送信についてのプログラムキー
の生成が不可である判定を行なって、処理をリターンさせる。
【００８７】
　再度図８を参照して、ステップＳ７０７でのデバイスプロファイル比較１処理の後、Ｃ
ＰＵ１０１は、ステップＳ７０９で、デバイスプロファイル比較１処理においてプログラ
ムキーの生成が可能であるか不可であるかを判断し、可能であると判断するとステップＳ
７１１へ、不可であると判断するとステップＳ７１３へ、それぞれ処理を進める。
【００８８】
　ステップＳ７１１では、ＣＰＵ１０１は、プログラムキー生成部１３４を適宜駆動する
ことによって、条件１のプログラムキー（同報送信についてのプログラムキー）を生成し
、自機のプログラムキー登録部１２１に登録して、ステップＳ７１３に処理を進める。
【００８９】
　ステップＳ７１３では、ＣＰＵ１０１は、ジョブ履歴の解析の結果ジョブ履歴において
条件２が成立しているか否かを判断する。そして、成立していると判断するとステップＳ
７１５へ、成立していないと判断するとステップＳ７２１へ、それぞれ処理を進める。
【００９０】
　ステップＳ７１５では、ＣＰＵ１０１は、デバイスプロファイル比較２の処理を実行す
る。なお、ＣＰＵ１０１は、機能比較部１３１を適宜駆動することによって、デバイスプ
ロファイル比較２の処理を実行する。この処理について、図１３にサブルーチンを示し、
その内容を説明する。
【００９１】
　図１３を参照して、デバイスプロファイル比較２の処理では、ＣＰＵ１０１は、まずス
テップＳ７１５１で、ホームＭＦＰ（ＭＦＰ１００Ａ）のデバイスプロファイルを抽出す
る。
【００９２】
　次に、ＣＰＵ１０１は、ステップＳ７１５２で、アウェイＭＦＰ（自機：ＭＦＰ１００
Ｂ）のデバイスプロファイルを抽出する。
【００９３】
　次に、ＣＰＵ１０１は、ステップＳ７１５３で、機能コード２００２（コンパクトＰＤ
Ｆ変換：表２および表３参照）の機能の搭載の有無を比較する。
【００９４】
　そして、ステップＳ７１５４で、ＣＰＵ１０１は、ステップＳ７１５３における比較の
結果、機能コード２００２で特定される機能がホームＭＦＰに搭載されておらず、かつ、
アウェイＭＦＰに搭載されているかどうかを判断する。そして、このような場合には、Ｃ
ＰＵ１０１は、ステップＳ７１５５に処理を進める。一方、いずれにも搭載されていない
か、いずれにも搭載されているか、または、ホームＭＦＰには搭載されているがアウェイ
ＭＦＰには搭載されていない場合には、ＣＰＵ１０１は、ステップＳ７１５６に処理を進
める。
【００９５】
　ステップＳ７１５５では、ＣＰＵ１０１は、コンパクトＰＤＦ変換のプログラムキーを
生成可能であるという判定を行ない、処理をリターンさせる。
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【００９６】
　一方、ステップＳ７０７６では、ＣＰＵ１０１は、コンパクトＰＤＦ変換のプログラム
キーの生成が不可である判定を行なって、処理をリターンさせる。
【００９７】
　再度図８を参照して、ステップＳ７１５でのデバイスプロファイル比較２処理の後、Ｃ
ＰＵ１０１は、ステップＳ７１７で、デバイスプロファイル比較２処理においてプログラ
ムキーの生成が可能であるか不可であるかを判断し、可能であると判断するとステップＳ
７１９へ、不可であると判断するとステップＳ７２１へ、それぞれ処理を進める。
【００９８】
　ステップＳ７１９では、ＣＰＵ１０１は、プログラムキー生成部１３４を適宜駆動する
ことによって、条件２のプログラムキー（コンパクトＰＤＦ変換についてのプログラムキ
ー）を生成し、自機のプログラムキー登録部１２１に登録して、ステップＳ７２１に処理
を進める。
【００９９】
　一方、図９を参照して、ステップＳ７２１では、ＣＰＵ１０１は、ジョブ履歴の解析の
結果ジョブ履歴において条件３が成立しているか否かを判断する。そして、成立している
と判断するとステップＳ７２３へ、成立していないと判断するとステップＳ７３１へ、そ
れぞれ処理を進める。
【０１００】
　ステップＳ７２３では、ＣＰＵ１０１は、デバイスプロファイル比較３の処理を実行す
る。なお、ＣＰＵ１０１は、機能比較部１３１を適宜駆動することによって、デバイスプ
ロファイル比較３の処理を実行する。この処理について、図１４にサブルーチンを示し、
その内容を説明する。
【０１０１】
　図１４を参照して、デバイスプロファイル比較３の処理では、ＣＰＵ１０１は、まずス
テップＳ７２３１で、ホームＭＦＰ（ＭＦＰ１００Ａ）のデバイスプロファイルを抽出す
る。
【０１０２】
　次に、ＣＰＵ１０１は、ステップＳ７２３２で、アウェイＭＦＰ（自機：ＭＦＰ１００
Ｂ）のデバイスプロファイルを抽出する。
【０１０３】
　次に、ＣＰＵ１０１は、ステップＳ７２３３で、機能コード５００１（プリント＆ＢＯ
Ｘ蓄積：表２および表３参照）の機能の搭載の有無を比較する。
【０１０４】
　そして、ステップＳ７２３４で、ＣＰＵ１０１は、ステップＳ７２３３における比較の
結果、機能コード５００１で特定される機能がホームＭＦＰに搭載されておらず、かつ、
アウェイＭＦＰに搭載されているかどうかを判断する。そして、このような場合には、Ｃ
ＰＵ１０１は、ステップＳ７２３５に処理を進める。一方、いずれにも搭載されていない
か、いずれにも搭載されているか、または、ホームＭＦＰには搭載されているがアウェイ
ＭＦＰには搭載されていない場合には、ＣＰＵ１０１は、ステップＳ７２３６に処理を進
める。
【０１０５】
　ステップＳ７２３５では、ＣＰＵ１０１は、プリント＆ＢＯＸ蓄積のプログラムキーを
生成可能であるという判定を行ない、処理をリターンさせる。
【０１０６】
　一方、ステップＳ７２３６では、ＣＰＵ１０１は、プリント＆ＢＯＸ蓄積のプログラム
キーの生成が不可である判定を行なって、処理をリターンさせる。
【０１０７】
　再度図８を参照して、ステップＳ７２３でのデバイスプロファイル比較３処理の後、Ｃ
ＰＵ１０１は、ステップＳ７２５で、デバイスプロファイル比較３処理においてプログラ
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ムキーの生成が可能であるか不可であるかを判断し、可能であると判断するとステップＳ
７２７へ、不可であると判断するとステップＳ７３０へ、それぞれ処理を進める。
【０１０８】
　ステップＳ７２７では、ＣＰＵ１０１は、プログラムキー生成部１３４を適宜駆動する
ことによって、条件３のプログラムキー（プリント＆ＢＯＸ蓄積についてのプログラムキ
ー）を生成し、自機のプログラムキー登録部１２１に登録して、ステップＳ７２９に処理
を進める。
【０１０９】
　ステップＳ７２９では、ＰＣ２００が、（ＭＦＰの）ドライバを介してアクセスしてき
たかどうかを判断する。そして、アクセスがあったと判断すると、ステップＳ７２９Ａに
処理を進め、なかったと判断するとステップＳ７３０に処理を進める。
　ステップＳ７２９Ａでは、ステップＳ７２７において生成したプログラムキーをアクセ
スのあったＰＣ２００に送信して、ステップＳ７３３へ処理を進める。
【０１１０】
　これは、ステップＳ７２７で生成・登録されるプログラムキーがＰＣ２００からのプリ
ントを行なうときにユーザにとって便利なプログラムキーであるので、ＰＣ２００からプ
リントを行なう場合に使用されるプリントドライバ画面上で表示されるようにするためで
ある。
【０１１１】
　該プログラムキーは、プリントドライバからのアクセス（ＰＣ２００でプリントドライ
バ画面を開いたときにその信号をアウェイＭＦＰに送信する）があった場合に、アウェイ
ＭＦＰから当該ＰＣ２００に送信することでＰＣ２００上のドライバ画面上に表示するこ
とができる。
【０１１２】
　このような双方向通信機能自体については、周知の技術であるので、詳細な説明は省略
する。
【０１１３】
　一方、ステップＳ７３０では、ＣＰＵ１０１は、今回プログラム生成処理が実行されて
から生成および登録されたプログラムキーがあったか否かを判断する。そして、あったと
判断するとステップＳ７３３へ処理を進める。一方、無いと判断すると、ステップＳ７３
１へ処理を進める。
【０１１４】
　ステップＳ７３１では、ＣＰＵ１０１は、操作パネル１１１に通常の画面表示をさせて
、処理をリターンさせる。なお、操作パネル１１１が通常の画面表示を行なう状態を図１
５に示す。
【０１１５】
　図１５を参照して、操作パネル１１１の表示パネル５０８では、ＭＦＰにおける基本的
な画面表示が行なわれている。具体的には、ＭＦＰは、基本的にコピー動作を実行できる
状態とされ、そして、基本的な画面表示とは、コピーに関する設定（用紙サイズ、原稿お
よび出力する用紙のコピーに関与する面（片面／両面）の設定、コピー倍率、ソート仕上
げ等）を表示する画面である。
【０１１６】
　図８を参照して、ステップＳ７３３では、ステップＳ７１１，７１９，７２７で生成し
たプログラムキーを操作パネル１１１の表示パネル５０８に表示させて、処理をリターン
させる。なお、表示パネル５０８において、生成されたプログラムキーを表示する操作パ
ネル１１１を図１６に示す。
【０１１７】
　図１６を参照して、操作パネル１１１の表示パネル５０８には、プログラムキーを表示
するプログラムキー表示部５１１と、プログラムキー表示部５１１に対応する設定内容を
表示する設定内容表示部５１２が表示されている。なお、プログラムキー表示欄５１１に
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は、「プログラム１」、「コンパクトＰＤＦ」、「プログラム３」等の複数のプログラム
キーが表示されており、さらに、その中の１つキーは、選択された状態で（外枠を付され
た状態で）表示されている。そして、設定内容表示部５１２では、プログラムキー表示欄
５１１に表示されたプログラムキーの中で、選択された状態にあるものに対応する設定内
容が、つまり、１つのプログラムキーに対応する設定内容が、表示されている。
【０１１８】
　図１６では、プログラムキーの一例として、ステップＳ７１９で生成される、条件２の
成立に基づいた、「コンパクトＰＤＦ」という名称のプログラムキーが表示されている。
このプログラムキーに基づいた設定内容としては、その一例として、図１６の設定内容表
示部５１２に示されるように、スキャンｔｏＦＴＰ（File Transfer Protocol）の機能に
関するものを挙げることができる。図１６では、スキャンｔｏＦＴＰ（Scan to FTP）に
ついての設定内容として、スキャンの際の解像度が６００ｄｐｉであり、原稿サイズがＡ
４であり、そして、ＦＴＰ送信の際の圧縮フォーマットがコンパクトＰＤＦと設定されて
いる。ＦＴＰ送信の際の圧縮フォーマットが「コンパクトＰＤＦ」と設定されていること
から、上記した「コンパクトＰＤＦ」という名称のプログラムキーは、コンパクトＰＤＦ
変換の機能を利用するプログラムキーである。なお、このような設定内容は、ホームＭＦ
Ｐでの設定内容を反映したものであり、また、アウェイＭＦＰのパフォーマンスに合わせ
てカスタマイズされたものである。カスタマイズの例としては、ホームＭＦＰにおいてス
キャンの際の解像度が２００ｄｐｉと設定されていても、アウェイＭＦＰにおいて６００
ｄｐｉの解像度でのスキャンが可能な場合には、図１６に示されるように、その解像度（
６００ｄｐｉ）が設定される。
【０１１９】
　条件２が成立する場合とは、ログインユーザがホームＭＦＰにおいてＰＤＦフォーマッ
トを利用していた場合であって、ホームＭＦＰがコンパクトＰＤＦ変換の機能を持たず、
かつ、アウェイＭＦＰがコンパクトＰＤＦ変換の機能を持つ場合である。そして、このよ
うな場合、ログインユーザがアウェイＭＦＰを利用する際には、コンパクトＰＤＦ変換と
いう機能を利用するプログラムキーが、アウェイＭＦＰにおいて自動的に生成され、表示
される。
【０１２０】
　このプログラムキーを利用することにより、ユーザは、ＭＦＰでスキャンを行なうこと
によって生成したファイルをＦＴＰ送信する際に、比較的高い解像度でスキャンを行なっ
たとしても、コンパクトＰＤＦで、通常のＰＤＦよりもファイルサイズを小さくして、フ
ァイルを送信できる。
【０１２１】
　つまり、このプログラムキーが生成されることにより、アウェイＭＦＰにログインした
ユーザは、ホームＭＦＰでは搭載されていなかったがアウェイＭＦＰには搭載されている
機能であって、当該ユーザが利用したことのある機能をより便利に利用できる機能が、ユ
ーザに対して積極的に提示されることになる。
【０１２２】
　今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えら
れるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示され
、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図され
る。
【図面の簡単な説明】
【０１２３】
【図１】本発明の画像処理装置の一実施の形態であるＭＦＰを含む画像処理システムの構
成を示す図である。
【図２】図１のサーバのハードウェア構成を示すブロック図である。
【図３】（Ａ）は、図１のＭＦＰのハードウェア構成を示す図であり、（Ｂ）は、（Ａ）
の操作制御部の構成を詳細に示す図である。
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【図４】図１のＭＦＰのＣＰＵのメインルーチンのフローチャートである。
【図５】（Ａ）は、初期設定が行なわれた状態の操作パネルを示す図であり、（Ｂ）は、
認証キーが操作されたときの操作パネルを示す図である。
【図６】図４のユーザ認証処理のサブルーチンのフローチャートである。
【図７】図４のホームＭＦＰ通信処理のサブルーチンのフローチャートである。
【図８】図４のプログラム生成処理のサブルーチンのフローチャートである。
【図９】図４のプログラム生成処理のサブルーチンのフローチャートである。
【図１０】図８のホームＭＦＰのジョブ履歴の解析処理のサブルーチンのフローチャート
である。
【図１１】図８のホームＭＦＰのジョブ履歴の解析処理のサブルーチンのフローチャート
である。
【図１２】図８のデバイスプロファイル比較１処理のサブルーチンのフローチャートであ
る。
【図１３】図８のデバイスプロファイル比較２処理のサブルーチンのフローチャートであ
る。
【図１４】図８のデバイスプロファイル比較３処理のサブルーチンのフローチャートであ
る。
【図１５】図３の操作パネルが備える表示パネルの表示の一例を示す図である。
【図１６】図３の操作パネルが備える表示パネルの表示の他の例を示す図である。
【符号の説明】
【０１２４】
　１００Ａ，１００Ｂ　ＭＦＰ、１０１，２０１　ＣＰＵ、１０３，２０３　ＲＡＭ、１
０５，２０５　ＲＯＭ、１０７　記憶部、１０９，２１７　メディアドライブ、１１１　
操作パネル、１１３　スキャナ、１１５　プリンタ、１１７　通信部、１２１　プログラ
ムキー登録部、１２３　ジョブ履歴記憶部、１２５　デバイスプロファイル記憶部、１３
０　操作制御部、１３１　機能比較部、１３２　ジョブ履歴解析部、１３３　プログラム
キー解析部、１３４　プログラムキー生成部、２１３　ネットワークＩ／Ｆ、２１５　ユ
ーザ認証部、３００　ＰＣ、５０８　表示パネル、５１１　プログラムキー表示部、５１
２　設定内容表示部。
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